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東
京
圏
か
ら
の
移
住
支
援

　

次
の
①
ま
た
は
②
を
満
た
す
方
で
、
高
山
市
へ

４
月
以
降
に
転
入
し
、中
小
企
業
等（
※
）に
就
業
、

ま
た
は
県
内
で
起
業
し
た
方
に
対
し
、
移
住
支
援

金
を
支
給
。

※
中
小
企
業
等
と
は
、
都
道
府
県
が
運
営
す
る
就

　

業
支
援
の
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
イ
ト（
岐
阜
県
の
場
合

　

は「
ジ
ン
サ
ポ
！
ぎ
ふ
」Ｈ
Ｐ
内
に
設
け
ら
れ
た

　

移
住
支
援
者
向
け
ペ
ー
ジ
）に
移
住
支
援
金
対
象

　

求
人
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
企
業
。

■
対
象
と
な
る
方

①
住
民
票
を
移
す
直
前
に
連
続
し
て
５
年
以
上
、

　

東
京
23
区
に
在
住
し
て
い
た
方

②
住
民
票
を
移
す
３
カ
月
前
の
時
点
に
お
い
て
、

　

連
続
し
て
５
年
以
上
東
京
圏（
東
京
都
、
埼
玉

　

県
、
千
葉
県
、
神
奈
川
県
、
一
部
地
域
を
除
く
）

　

か
ら
東
京
23
区
へ
通
勤
し
て
い
た
方

■
移
住
支
援
金
の
額

・
60
万
円（
単
身
の
場
合
）

・
１
０
０
万
円（
２
人
以
上
の
世
帯
の
場
合
）

■
支
給
要
件

・
移
住
支
援
金
申
請
時
に
お
い
て
、
転
入
後
３
カ

月
以
上
１
年
以
内
で
あ
る
こ
と

・
移
住
支
援
金
申
請
日
か
ら
５
年
を
超
え
継
続
し

て
定
住
し
、
か
つ
、
就
業
・
起
業
す
る
意
思
の
あ

る
方（
５
年
以
内
に
転
出
し
た
場
合
、
支
援
金
の

返
還
対
象
と
な
り
ま
す
）

　

他
に
も
支
給
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

Ｕ
タ
ー
ン
や
Ｉ
タ
ー
ン
、
Ｊ
タ
ー
ン
で
移
住
・

定
住
さ
れ
た
方
を
対
象
に
し
た
支
援
制
度
は
他
に

も
あ
り
ま
す
。そ
の
他
の
支
援
制
度
に
つ
い
て
は
、

市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
高
山
市
Ｕ
タ
ー

ン
就
職
支
援
金
を
受
け
ら
れ
た
方
は
、
本
移
住
支

援
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
支
援
制
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
条
件
等
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
事
前
に
担
当
部
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合

ブ
ラ
ン
ド
戦
略
課

         

☎
35‒

３
０
０
１

         

広
報
ID 

１
０
０
３
９
１
７

ご家族やご親戚の帰省、同窓会の機会に
ぜひご紹介ください

東京圏からの移住を
支援します
高山市へ移住し、就業や起業する方を応援します
　市では、東京圏への一極集中の是正と地方の担い手不足対策
のための起業・就業者の創出を図るため、「地方で起業したい」
「地方で子育てや親の介護をしながら働き続けたい」といった多
様な働き方・生き方を求め、都市部から移住する方に対し移住
支援金を支給します。

中小企業等の皆様へ
マッチングサイトに登録しませんか？

　「高山市東京圏からの移住支援金」の就業の条件として、都道府県が運営す
るマッチングサイト（岐阜県の場合は「ジンサポ！ぎふ」HP内に設けられた
移住支援者向けページ）に移住支援金の対象として求人情報が登録されてい
る法人に就業することが条件となります。
　企業の皆様におかれましては、東京圏からの人材を獲得する一つの機会と
とらえていただき、ぜひ、こちらのマッチングサイトへのご登録をお願いします。

問合  岐阜県中小企業総合人材確保センター　☎058-278-1146

　

10
月
１
日
か
ら
火
を
使
用
す
る
す
べ
て
の
飲
食

店
に
消
火
器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
28
年
12
月
に
発
生
し
た
新
潟
県

糸
魚
川
市
大
規
模
火
災
を
受
け
、
消
防
法
施
行
令

が
改
正
さ
れ
た
も
の
で
、
次
の
①
②
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
飲
食
店
に
消
火
器
の
設
置
が
義
務
付
け

ら
れ
ま
す
。

　

該
当
す
る
飲
食
店
に
は
、
消
防
職
員
が
調
査
の

た
め
訪
問
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
合

消
防
本
部
予
防
課

         

☎
32‒

３
０
２
７

①
延
べ
面
積
が
１
５
０
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

②
業
と
し
て
飲
食
物
を
提
供
す
る
た
め
、
調
理

　

を
目
的
と
し
た
こ
ん
ろ
な
ど
の
火
を
使
用
す

　

る
設
備
ま
た
は
器
具
を
設
置
し
て
い
る

※
防
火
上
有
効
な
措
置
が
あ
れ
ば
消
火
器
の

　

設
置
は
免
除
で
き
ま
す

す
べ
て
の
飲
食
店
に
消
火
器
の

設
置
が
必
要
に
な
り
ま
す

高山市
公式LINEを
開設しました

問合
広報情報課
☎35‒3134

防災情報やイベント情報
などをあなたのスマホへ
お届けします。


